
5 Nirasaki広報にらさき

自動車登録・廃車手続き／医療費
　

自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
は
毎

年
４
月
１
日
に
自
動
車
等
を
所
有

す
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
に

は
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

・
氏
名
や
住
所
が
変
わ
っ
た

・
自
動
車
を
廃
車
し
た

・
売
買
等
で
所
有
者
が
変
わ
っ
た

・
改
造
し
て
排
気
量
が
変
わ
っ
た

　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
と
は
、
医
療
と
介
護
の
両
方

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世

帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
、

同
一
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
が
、
１
年
間
（
毎
年
８

月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31
日
ま

で
）
に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合

計
が
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
申
請
に
よ
り
限
度
額
を

　

こ
れ
ら
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

所
有
し
て
い
な
い
車
に
も
か
か
わ

ら
ず
税
金
が
か
か
り
、
登
録
所
有

者
へ
通
知
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
き
が
済
ま
さ
れ
て
い
る
か
、

再
度
登
録
状
況
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

☆
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

手
続
き
を
し
な
い
ま
ま
バ
イ
ク

等
を
知
人
に
貸
し
た
後
、
所
在
不

明
に
な
る
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
標
識
（
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
）
を
譲
渡
し
た
り
貸
し

付
け
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
安
易
に
貸
し
た
り
せ

ず
、
必
ず
廃
車
・
譲
渡
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
（
普
通
自
動
車
）

　

総
合
県
税
事
務
所

☎
０
５
５ｰ

２
６
２ｰ

４
６
６
２

　
（
軽
自
動
車
・
原
付
・
農
耕
車
）

　

韮
崎
市
役
所 

税
務
課

　
　
（
内
線
１
５
３
～
１
５
５
）

超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
ま
た
は

　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

　

支
給
さ
れ
た
金
額
は
、
自
己
負

　

担
額
か
ら
差
し
引
い
て
計
算
し

　

ま
す
。

　

ま
た
、
同
じ
世
帯
で
も
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
が
違
う
場
合

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
高
額
医

療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
対
象
者
に
は
通
知
し
ま
す
！
必
ず
申
請
を

高
額
医
療
・
高
額
介
護

　
　
合
算
療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ

所得区分
後期高齢者医療制度

+
介護保険

現役並み所得者
（３割）

同一世帯に住民税
課税所得が145万
円以上の後期高齢
者医療制度の被保
険者がいる方

67 万円

一般
（１割）

現役並み所得者、
低所得者以外の方 56 万円

低所得者Ⅱ
（１割）

世帯員全員が住民
税非課税である方 31 万円

低所得者Ⅰ
（１割）

世帯員全員が住民
税非課税で、各種
収入等から必要経
費・控除（公的年
金の場合は 80 万
円）を差し引いた
所得の合計が０円
となる世帯の方

19 万円

高額介護合算療養費の自己負担限度額（年額）

車　両 手続き先 電話番号

普通自動車 山梨陸運局
（山梨運輸支局） 050-5540-2039

バイク（250cc 超）

軽自動車
軽自動車検査協会 050-3816-3121バイク

（125cc 超～ 250cc 以下）
原動機付自転車

（50cc 超～ 125cc 以下） 韮崎市役所
（税務課）

22-1111
(153/154/155)農耕車（トラクター等）

自
動
車
・
バ
イ
ク
・
農
耕
車
を
お
持
ち
の
方
へ

▼
登
録
・
廃
車
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

登録・変更・廃車の手続きに関する問い合わせ先一覧

☆
平
成
30
年
１
月
に
通
知
を
発
送

　

し
ま
す

　

平
成
28
年
８
月
１
日
か
ら
平
成

29
年
７
月
31
日
の
１
年
間
に
つ
い

て
、
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る
見
込

み
の
被
保
険
者
の
方
に
、
平
成
30

年
１
月
頃
、
山
梨
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
よ
り
通
知
書
と
申

請
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

☆
ど
う
す
れ
ば
支
払
わ
れ
る
の
？

　

通
知
書
に
同
封
さ
れ
た
申
請
書

に
ご
記
入
の
う
え
、
市
役
所
市
民

課
国
保
医
療
担
当
へ
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

※
提
出
先
は
平
成
29
年
７
月
31
日

　

に
住
民
登
録
の
あ
っ
た
市
町
村

　

と
な
り
ま
す
。

※
申
請
の
時
効
は
、
通
知
が
お
手

　

元
に
届
い
て
か
ら
２
年
間
で
す
。

■
支
給
は
２
か
所
か
ら

【
医
療
分
】　

山
梨
県
後
期
高
齢
者

　

医
療
広
域
連
合
か
ら
支
給
さ
れ

　

ま
す
。（
申
請
か
ら
２
～
３
か

　

月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。）

【
介
護
分
】　

医
療
分
支
給
（
不
支

　

給
）
決
定
後
、
市
役
所
介
護
保

　

険
課
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

市
民
課 

国
保
医
療
担
当

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
・
１
３
７
）

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
担
当

☎
２
３ｰ

４
３
１
３

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
５
５ｰ

２
３
６ｰ

５
６
７
１


